
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

健

康

づ

く

り

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

健

康

推

進

課

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

の

取

会

計

課

消

し

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和４年８月１２日 第１２４２１号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
三
号

岡
山
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
岡
山
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
次
の
と
お
り
」
を
「
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を

削
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
月
曜
日
」
を
「
日
曜
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
井
坂
字
下
木
谷
四
七
〇
、
四
七
一
の
一
、
四
七
一
の
三
か
ら
四
七
一
の
五
ま
で
、

字
足
谷
五
二
七
の
一
、
五
二
七
の
四
、
五
二
七
の
八
、
五
二
七
の
九

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四

年
八
月
十
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

倉
敷
市
潮
通
三

一
〇

ダ
イ
ヤ
リ
ッ
ク
ス
株
式

倉
敷
市
潮
通
三

一
〇

－
－

会
社

瀬
戸
内
支
社

支
社
長

長
尾

弘

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

〔
三
九
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

用
吉
・
豊
岡
地
区

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

、

）

関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

）
変
更
計
画
書

県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

用
吉
・
豊
岡
地
区

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

玉
野
市
役
所

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



〔
三
九
三
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

玉
野
市
後
閑
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
同
年

十
月
三
十
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
九
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
井
手
字
城
ノ
越
二
六
五
―
五
、
二
六
七
―
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
清
音
上
中
島
一
八
〇
五
―
五
リ
バ
ー
サ
イ
ド
清
音
三
〇
一 

難
波 

洋
行 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
五
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
九
号 

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



〔
三
九
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
警
察
緊
急
配
備
等
捜
査
支
援
シ
ス
テ
ム
借
入
れ

一
式

二

借
入
期
間

令
和
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
十
四
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
刑
事
部
刑
事
企
画
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
二
六
、
一
三
六
、
〇
四
四
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二
、
三
七
六
、
〇
〇
四
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
六
月
十
日

令和４年８月１２日　岡山県公報　第１２４２１号



〔
三
九
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
警
察
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
端
末

七
四
七
式

二

借
入
期
間

令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
二
番
五
号

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
三
、
〇
三
二
、
一
五
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二
七
五
、
六
五
〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
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〔
三
九
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
四
年
八
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

警
察
本
部
庁
舎
等
清
掃
業
務
委
託

二

契
約
期
間

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

日
東
カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ル
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
岡
山
支
店

岡
山
市
北
区
本
町
二
番
五
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

二
二

九
九
〇

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

〇
九
〇

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
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